
京丹後市地域防災計画
修正概要

令和６年３月

京丹後市

【資料２】
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計画の概要

目 的

京丹後市地域防災計画は、災害
対策基本法第４２条に基づき、市
防災会議条例に定める委員によっ
て構成される「京丹後市防災会
議」が作成する計画である。

この計画は、市内において災害
の発生により生じる市民等の生命、
身体及び財産等に対する脅威や損
害を軽減するため、予防・応急対
策・復旧・復興計画を定め、安全
で安心して暮らせるまちの実現を
めざすものである。

計画の修正

市地域防災計画は、災害対策基
本法等の関係法令の改正による国
や府の防災計画等と整合を図り、
これまでから修正を加えてきてい
る。

今回の修正は、防災基本計画の
修正及び京都府地域防災計画の改
正、さらには京丹後市における防
災施策等を踏まえた内容としてい
る。
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主な修正概要①

１ 国の防災基本計画の修正を踏まえた修正

⑴安否不明者の氏名等公表による救助活動の効率化・円滑化を追記
☞ ☞ ☞ 8

・発災時に発災時に安否不明者の氏名等の公表等を行う場合の手続等
の明確化

・災害時における氏名等公表による速やかな安否不明者の絞り込み

⑵多様な主体と連携した被災者支援 ☞ ☞ ☞ 9

・災害ケースマネジメントなどの被災者支援の仕組みの整備

⑶デジタル技術の活用 ☞ ☞ ☞ 10

・被災者台帳、避難行動要支援者名簿の作成等へのデジタル技術の活用
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主な修正概要②

２ 京都府地域防災計画の改定を踏まえた修正

⑴多様な視点を踏まえた防災対策の推進 ☞ ☞ ☞ 11

・家庭等において食料等の備蓄を行う場合の広報啓発において、アレ
ルギー対応食や離乳食等の個人や家庭等の実情に応じて備蓄品を工夫
することを追記

⑵府管理河川の水位予測情報等の先行配信 ☞ ☞ ☞ 12

・「京都府水位・氾濫予測システム」により、府管理河川について、
６時間先までの水位及び氾濫区域を予測、その情報の活用に向けた
検証のため、市町村に先行配信することを追記

⑶大雪時における行政機関と関係機関が連携して実施すべき対策
☞ ☞ ☞ 13

・令和５年１月の大雪時により府内で発生した鉄道輸送障害等に伴う帰
宅困難者の発生、道路通行止めに伴う孤立集落の発生等に対し、京都
府においてまとめられたガイドラインによる計画の追記
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主な修正概要③

３ 京丹後市の防災施策を踏まえた修正

⑴市避難情報発令基準の改定に伴う修正 ☞ ☞ ☞ 14

・避難情報のさらなる的確な発令のための市避難情報発令基準の見直し
による修正

⑵令和５年８月１０日 林野火災の検証を踏まえた修正 ☞ ☞ ☞ 15

・大規模林野火災時における消火活動を支援するため、必要に応じて
コンクリートミキサー車による消火用水の補給を追記

⑶令和６年能登半島地震を踏まえた修正 ☞ ☞ ☞ 16

・津波から市民の安全安心を期すため、津波注意報が発表された際の市
職員における警戒体制を強化するための修正

・災害応急対策を実施する関係機関の情報収集及び人員の搬送、物資輸
送などの手段としてのヘリコプターの活用

・被災状況等の情報収集等にドローンによる空撮が活用されたことを
受けて、ドローンによる上空から被災状況の把握について追加
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主な修正概要④

４ 時点修正

市の災害履歴・気象など、最新データに更新（資料なし）
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１ 国の防災基本計画の修正
を踏まえた修正

新旧対照表（ページ番号）

一般計画編 18、23

震災対策計画編 14、17

【背景】
令和３年７月１日からの大雨によ

り、同月３日に静岡県熱海市伊豆山
において土石流が発生した際、静岡
県災害対策本部は、個人情報保護条
例との関係を整理した上で，安否不
明者の名簿を公表し、広く安否不明
者に関する情報を募ったところ、安
否不明者本人や知人から連絡があり、
救助対象者の早期絞り込みにつな
がった。

【内容】
国は、安否不明者の氏名等公表の

可否や公表の手続きなどについて、
都道府県に対し、安否不明者等の公
表のルール化について、検討を進め
るよう通知を発出した。
これに伴い、大規模災害時に迅速

に対応できるよう、安否不明者や死
者・行方不明者の氏名等公表の方針
を定め、府と市町村との役割を明確
にし、救助活動の効率化・円滑化を
図り、方針に基づき名簿の作成・提
供を行うこととしている。

【計画の反映】
救出救護計画、被災者への情報伝達活動

⑴安否不明者の氏名等公表
による救助活動の効率化・
円滑化を追記
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「災害時における安否不明者等の氏名等公表方針
（令和５年６月京都府）」より抜粋



新旧対照表（ページ番号）

一般計画編 11、24

震災対策計画編 6、18

【背景】
東日本大震災、熊本地震、鳥取県

中部地震等の大規模災害において、
地方公共団体が中心となり、被災者
が、生活再建に向けて安心した日常
生活を送ることができるよう、見守
りや健康・生活支援、地域交流の促
進等、被災者個々の相談に対応する
取り組みである「災害ケースマネジ
メント」が本格的に導入され、全国
で展開されている。

【内容】
こうした地方公共団体における取

組の広がりを踏まえ、国及び地方公
共団体は、被災者が自らに適した支
援制度を活用して生活再建に取り組
むことができるよう、見守り・相談
の機会や被災者台帳等を活用したき
め細やかな支援を行うとともに、被
災者が容易に支援制度を知ることが
できる環境の整備に努める。

【計画の反映】
避難等に関する計画、生活確保対策計画

⑵多様な主体と連携した被
災者支援

災害ケースマネジメントとは
一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連携して、被災者に対するきめ細
やかな支援を継続的に実施する取組

【取組事例】
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１ 国の防災基本計画の修正
を踏まえた修正

出典：倉敷市社会福祉協議会「平成30年7月豪雨（倉敷市真備地区）
における被災者生活支援に関する報告書」



新旧対照表（ページ番号）

一般計画編 10、26

震災対策計画編 8、20

【背景】
災害発生時における被災現場の

データ収集の主体は、市区町村等で
あり、防災関係機関等への迅速な情
報共有が求められるところであるが、
市区町村等の被災現場における限ら
れた人員体制においても、対応を確
実かつ迅速にするためには、都道府
県や市区町村等の災害対応について
一層のデジタル化を図る必要がある。

【内容】
デジタル技術を活用して、確実か

つ迅速に災害対応を実施できる仕組
みや被災者支援のための活動を効率
化できる仕組みをすすめる。
特に重要となる避難者のデータ収

集（被災者台帳、避難行動要支援者
名簿の作成等）へのデジタル技術を
「被災者生活再建支援システム」等
のツールを活用しながらすすめてい
く。

【計画の反映】
高齢者 ､障がい者 ､乳幼児 ､妊産婦等特に配慮を要する者及び外国人に係る

対策、生活確保対策計画

⑶デジタル技術の活用
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１ 国の防災基本計画の修正
を踏まえた修正



新旧対照表（ページ番号）

一般計画編 8

震災対策計画編 7

【背景】
東日本大震災をはじめとするこれ

までの災害では、様々な意思決定過
程への女性等の参画が十分に確保さ
れず、ニーズの違いなどが配慮され
ないといった課題が生じたことから、
京都府において、避難行動の実効性
向上に向けた取り組み「女性等多様
な視点での防災対策意見交換会」が
実施された。
この中で、女性の参画の育成等を

図る際、女性の参画の促進に努める
こととし、地域防災計画に反映して
いくとされた。

【内容】
災害の応急対策・復旧に関して、

多様の意見を反映できるよう配慮す
るための取組として、家庭等におい
て食料等の備蓄を行う場合の広報啓
発において、アレルギー対応食や離
乳食等の個人や家庭等の実情に応じ
て備蓄品を工夫していく。

【計画への反映】
食料・生活必需品確保計画、避難所開設・運営計画

⑴多様な視点を踏まえた防
災対策の推進

食物アレルギーの方の備え（一例）

出典：農林水産省「災害時に備えて食品の過程備蓄をはじめよう」
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２ 京都府地域防災計画の修
正を踏まえた修正



新旧対照表（ページ番号）

一般計画編 6

震災対策計画編 ―

【背景】
近年、局所的集中豪雨や線状降水

帯による広域な豪雨が見られ、どこ
で浸水被害が発生するか予想が困難
な状況の中、洪水は大河川において
だけ発生するのではなく、想定最大
規模よりも高頻度に発生する小さな
出水で氾濫のおそれがある。

【内容】
避難情報の発令基準については、

水位の実況値と水位上昇の見込みに
関する情報を組み合わせることが有
効とされていることから、京都府で
は、降雨予測や地形データを活用し
て、６時間先までの河川水位・氾濫
区域を予測する「京都府水位・氾濫
予測システム」を構築し、予測デー
タが市町村に向けて先行配信され、
市町村による早期のきめ細やかな避
難情報の発令を支援することとして
いる。

【計画への反映】
気象等観測・予報計画

⑵府管理河川の水位予測情
報等の先行配信
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２ 京都府地域防災計画の修
正を踏まえた修正



新旧対照表（ページ番号）

一般計画編 7、8、10、11、21、23

震災対策計画編 ―

【背景】
令和５年１月に京都府では中部・

南部を中心に、例年にない降積雪に
よりJR 京都線等で鉄道輸送障害が
発生し、22 本の列車が立ち往生し
た。また、南丹・京丹波を中心に倒
木によって道路が通行不能となり
「孤立集落の発生」、新名神高速道
路において降積雪による「車両の立
ち往生」等の事象も発生した。

【内容】
この事象において、対応が万全で

あったか、鉄道事業者、インフラ事
業者、市町村等と協議を進め策定さ
れた「大雪時における安全確保のた
めのガイドライン」に基づき、初動
体制のあり方、帰宅困難者が発生し
た場合の一時滞在施設や一時滞在場
所の確保、倒木の早期処理や道路の
啓開等について、行政機関と関係機
関が連携して実施すべき対策を行う。

【計画への反映】
防災営農対策計画、通信施設・電気施設防災計画、避難等に関する計画、
観光客保護・帰宅困難者対策計画、防疫及び保健衛生計画、通信施設応急対策計画、
避難所開設・運営計画

⑶大雪時における行政機関
と関係機関が連携して実施
すべき対策

大雪時の課題と対策の方向性

（写真：京都府）
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２ 京都府地域防災計画の修
正を踏まえた修正



新旧対照表（ページ番号）

一般計画編 18、19

震災対策計画編 ―

【背景】
本市において、水位が警戒レベル４

「氾濫危険水位」の基準に達している
にもかかわらず、現場周辺は、氾濫に
至る状況にない河川が存在する。この
ような状況において、降雨が弱くなる
予報で、かつ、夜間の場合に、避難指
示を発令すると、かえって危険な事態
を招くおそれがあること等も考えられ
る。

【内容】
本市における河川の水位観測所の情

報、また、堤防等の整備状況を踏まえ、
危険箇所、危険水位等の再確認を行う
とともに、警戒レベルに対応した避難
情報の発令の判断基準を定めた「避難
情報に関するガイドライン」等におけ
る国の見解、また、京都府の意見、近
隣市町の状況を参考に、令和５年７月、
現状に則した洪水災害における本市避
難情報発令基準の見直しを行った。

⑴市避難情報発令基準の改
定に伴う修正

【計画への反映】
緊急避難に関する計画

※一部抜粋
京丹後市避難情報発令基準
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３ 京丹後市の防災施策を踏
まえた修正



新旧対照表（ページ番号）

一般計画編 12

震災対策計画編 ―

【背景】
令和５年８月１０日に発生した久美

浜町箱石地内を火元とする林野火災は、
強風により延焼が拡大した結果、本市
発足後の最大の火災となり、市でも初
めて火災を原因とした災害対策本部を
設置し、消防本部や消防団と連携しな
がら、地域住民の人命と財産を守るこ
とを最優先に、地域住民の方等への情
報提供や注意喚起、避難所開設、消火
活動への支援等を行った。

【内容】
消火活動を最優先に行うための後方

支援を、より適切かつスムーズに行う
必要があることから、今回の火災を教
訓とし、消火活動の後方支援（消防団
等支援）として、必要に応じて、コン
クリートミキサー車による消火用水の
補給を行うため、峰山生コンクリート
協同組合と連携し、速やかに対応でき
るようにしていくこととする。

⑵令和５年８月10日林野
火災の検証を踏まえた修正

【計画への反映】
突発的事故災害対策

コンクリートミキサー車による消火用水の補給

放水体系図（久美浜町箱石地内）

（写真：京都市消防局航空隊提供）
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３ 京丹後市の防災施策を踏
まえた修正



新旧対照表（ページ番号）

一般計画編 16、18

震災対策計画編 8、12、14

【背景】
令和６年１月１日に発生した能登半

島地震において、本市に「津波注意
報」が発表された。 沿岸部の３町で
合計１４５人の方が小中学校のグラウ
ンド等の津波の緊急避難場所に自主避
難されたため、市職員を動員し、避難
所の開設と状況の把握を行った。
また、被災地においては、初動時の

情報収集、緊急輸送手段等にヘリコプ
ター、ドローンが活用された。

【内容】
津波注意報発表時における自主避難

者への対応、沿岸パトロール等を迅速
に行うため、警戒対応を行う職員の動
員体制を見直す。
また、大規模災害時において、関係

機関や協定先の協力を得るなど、情報
収集及び人員の搬送、緊急物資輸送手
段としてのヘリコプターの活用と上空
から被災状況の把握にドローンの活用
を推進する。

⑶令和６年能登半島地震を
踏まえた修正

【計画への反映】
地震発災初期及び警戒対策、動員計画、輸送計画、ボランティア受入計

画、危険建物等・土砂災害・積雪災害による人的危険回避対策
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３ 京丹後市の防災施策を踏
まえた修正

市防災訓練
【能登半島地震の際の市の対応】
令和６年１月１日
16：10 石川県能登 地震発生 最大震度7

京丹後市：震度3
16：12 大津波警報・津波警報・津波注意報発表

京丹後市：津波注意報
体育館等への自主避難者 ５施設１４５人
・寒さ対策
・トイレ 等のため、各施設に職員を派遣
・状況把握

（今回の見直し）津波注意報発表時

約２０名体制 ➡ 約６０名体制

対策１ 職員体制の強化
対策２ ヘリコプターの活用
対策３ ドローンの活用
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